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令和５年度第２回瀬戸市女性活躍推進及び男女共同参画審議会議事録 

 

◇日時：令和６年３月２７日(水) １４時００分～１５時３０分 

◇会場：市役所４階庁議室 

◇出席者：（順不同敬称略） 

＜審議会委員＞  横井寿史 三枝麻由美 伊藤瑞穂 弓削恵理子 安田著子  

加藤あや 中井康代 西尾綾香 萱岡 愛 石塚大祐 加藤佐紀子 

浅井文彦 大森雅之 

 

＜事務局＞    まちづくり協働課 課長 杉江圭司 主幹 水上弥生 

課長補佐兼協働第２係長 吉川貴光 協働第１係長 岡田かい  

協働第１係主任 桜木理沙 協働第１係主任 牛田智子 

◇欠席者：林 洋子 

 

 

【事務局】ただいまより、令和５年度第２回瀬戸市女性活躍推進及び男女共同参画審議会

を始めさせていただきます。 

私は、まちづくり協働課長の杉江と申します。どうぞよろしくお願いいたしま

す。本日は林委員からご欠席の連絡をいただいております。また、吉田副会長

の代理として加藤あや様にご出席いただいておりますのでご承知おきください。

なお加藤様につきましては、次年度から委員としてご参加いただきますので引

き続きどうぞよろしくお願いいたします。瀬戸市女性活躍推進及び男女共同参

画審議会条例第６条第２項に基づき、委員の半数の参加がありますので本審議

会が有効に成立していることを申し上げます。それでは議事に入ります。ここ

からの進行は横井会長にお願いいたします。 

【会 長】皆さんこんにちは。今年度最後の会議になります、どうぞよろしくお願いしま

す。 

 

■議題１ 誰もが輝くトライアングルプランⅣに基づく取組の進捗状況について 

【会 長】議題１について、事務局より報告をお願いいたします。 

【事務局】（資料１～４及びその他資料①に沿って説明） 

【会 長】ありがとうございます。ただいまの報告について、ご質問等があればお願いい

たします。 

【委 員】今までの審議会での内容が反映されてすごくいいなと思いました。２点質問で

すけれども、１点目、資料４の１７番、陶生病院からの依頼を受けて研修を実

施したとありますが、こちら側から他の病院へ「研修できませんか」等働きか

けやお声掛けをすることは考えていらっしゃいますか。 

【事務局】制度導入の前に医師会にも働きかけをして、何か取り組めることがあればぜひ
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とお願いしている中で、陶生病院さんからレスポンスがきたという状況であり

ますので、一応医師会を通して皆さんにはお願いをしております。 

【委 員】２点目、同じ資料の№２６で、サポートブックを作成されたことについて、わ

からないときに確認しやすくてすごくいいと思いますが、研修とかに使用して

いくとありますけれども、年１回以上研修を開催するとか今後の計画としては

ありますか。 

【事務局】人事課と話をして、毎年継続してやってこうということになっています。全職

員１回は研修を受けたということを目標にしばらくは継続していきたいと思っ

ております。 

【委 員】教員向けに学校にもそれをお願いしていくような感じですか。 

【事務局】令和５年度は夏休み期間に実施しましたので、もし参加できる方がいればとい

うように教育委員会を通してお知らせをして、希望者に参加いただきました。 

     今後も同様になるかと思います。 

【会 長】その他いかがですか。 

【委 員】今のお話を伺って、ＬＧＢＴＱに対するいろいろなサポートというところに力

を入れているのだなと感じました。研修を実施して取り組みも前向きにされて

いる中で、実際の効果を定量的に取るのは難しいかもしれませんが、効果測定

の方法だとか、結果だとかは出ているのでしょうか。 

【事務局】明確な効果とは言えませんが、研修した後のアンケート結果を見ると、否定的

な感情が減って、むしろポジティブにもっと応援していきたいとか、支援して

いきたいっていう感覚が強くなった人がたくさんいらっしゃいました。ＮＰＯ

法人ＡＳＴＡさんに講師に来ていただいていますが、私達も受講した上で、す

ごくいいなと感じたので、そういう研修を継続的に行っていくことで、全体の

理解を上げていきたいと考えています。 

【委 員】ありがとうございます。もう１点質問させていただいていいですか。 

     資料１の４番、審議会の女性委員の登用率について、ゼロ審議会が１つになり

ましたという話がありましたが、どちらの審議会ですか。女性が入る必要性が

ないような審議会ですか。 

【事務局】そういう訳ではありませんが、瀬戸市高齢者福祉計画・介護保険事業計画評価

委員会というところで、その計画を作るときだけ立ち上がるような委員会で５

年に１回、今年度この３月末で任期が切れますので、また次設定される際には

積極的に女性を入れていただくようにお願いしているところです。 

【委 員】資料１で説明があったところではないですが、指標項目８番の保育園の待機児

童数について、令和５年４月１日現在で２名だったということですが、令和６

年４月の見込みはどのぐらいですか。もう一つは、待機児童に数えられない入

所保留者の数をもし把握されていれば、待機児童の定義に当てはまらない方が

どれぐらいいるのかを教えていただきたいです。 

【事務局】令和６年４月の見込み数値については、現時点で確定ではございませんが、７
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名となっております。瀬戸市の待機児童については１０１名となっており、こ

ちらは庁内会議議事録（その他資料③）にも載せております。このことについ

ては、市としても保育課を中心に動いておりまして、まだ案という段階ですが、

保育士不足対策として、特にお昼寝の見守りや、散歩の同行は、支援サポータ

ーという形で資格のない方が応援としてできるようにしたり、保育士の資格取

得のための補助金を出して、保育士を目指しやすくしたりという取り組みを今

後推進していきたいといった話は聞いております。 

【委 員】育児休業の延長等で職場復帰できず入所保留となるケースが多いので、今おっ

しゃられたような取り組みをぜひ推進していただけるといいと思いました。 

【委 員】すいません、入所保留とはどのような状態ですか。 

【事務局】ここの保育園でないと入りたくないというように、園の申し込みをする方もわ

りといらっしゃって、瀬戸市ですと、第４希望の保育園まで書いてくださいと

案内をしますが、希望が２、３つだけの場合、どうしても入れなくて保留にな

ってしまうというケースがあります。あと４月始まりですので、例えば１０月

とか１１月とか下半期に入所の希望を出されると空いているところがなく、入

所が保留されてしまうことが多いです。待機児童の定義として、どこでもいい

から入りたいという方が入れないということを指しますので、そういった基準

でカウントをしています。 

【委 員】一応、勤めている側でもあるので、言葉の定義をちゃんと把握しておかないと

いけないなと思いましたので、確認させていただきました。 

【会 長】 育児休業給付金もチェックを厳しくするような報道があったので、そうなると、

実数としては待機児童がバンと上がるという可能性もあり得るかもしれません

ね。 

【委 員】先ほどの審議会への女性委員の登用率ところでゼロ審議会が１つになったとい

うことですけど、割合を見ると令和４年と令和５年でほんのちょっとしか上が

ってないっていうことですよね。 

【事務局】全体の平均になるので、先ほど申し上げた５５の審議会で、いろいろ増減があ

るなかで、やっぱり減ってしまった審議会もあるので、微増にとどまっていま

す。 

【会 長】では、思い出したことがあれば一番最後にでもまたご質問していただければ結

構ですので、一旦議題１はこの程度にいたします。 

 

■議題２ パートナーシップ制度に関する状況等について 

【会 長】議題２について、事務局より報告をお願いいたします。 

【事務局】（資料５～８に沿って説明） 

【会 長】ありがとうございました。ただいまの説明に対してご意見、ご質問があればお

願いいたします。 

【委 員】まず資料５のアンケートですが、質問内容でセクシャルマイノリティとＬＧＢ
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ＴＱという言葉が二つ併用されていますが、何か理由や違いがあるのでしょう

か。 

【事務局】このアンケート自体が研修内で講師を務めていただいた当事者団体さんが配布

したものをコピーさせていただいて、こちらでも持っているというような状況

で、その抜粋になるので、併用理由は分かりません。 

【委 員】 現在、いろんな言葉が使われているので、違う意味かもしれないと思いまして。

あと一番最初の質問の「身近にセクシャルマイノリティがいたら抵抗があるか。」

という問いがぶっきらぼうかなという気がします。 

【事務局】アンケートの元々の質問は、友人にセクシャルマイノリティがいたら抵抗があ

る、家族にセクシャルマイノリティがいたら抵抗がある、上司や部下にセクシ

ャルマイノリティがいたら抵抗があるという項目でして、資料にする際に、３

つを一つにまとめております。失礼いたしました。 

【委 員】次に資料６ですが、これから愛知県が制度を導入していくという流れの中で、

瀬戸市は事実婚を対象としないという理由は何ですか。 

【事務局】 元々、性的マイノリティの方が感じる生きづらさの解消を目指した制度なので、

事実婚も含めてしまうとぼやけてしまうかなっていうところと、そもそも事実

婚の方々の今ある状況として、個人的にも守られている部分があるので、あえ

て入れなくてもいいのではないかというところで対象としておりません。 

【委 員】もっとみんなが制度を活用できるような方向に見方を変えれば、可能性として

はあるわけですよね。個人的には事実婚も含める方向にいっていただくとあり

がたいなと思いました。 

【会 長】私も以前この場でもお話をさせてもらいましたが、最終的には瀬戸市の判断と

して、とりあえず事実婚は入れないでおくというご報告をいただいたというこ

とでしたね。あと私からの意見として、協定に積極的に入らないとする理由が

すごく弱いなという気がしています。例えば瀬戸市の方がこういうチラシを見

たときに、「瀬戸市は入ってないんだ」と思ってしまうと思います。ＬＧＢＴに

関する研修や講座にすごく力を入れられているのに、ここで突然躊躇してしま

っているというのが私には残念に思えます。もちろん一部制限はあろうかとは

思いますが、ここに手を挙げることは、それほどそのハードルの高いことじゃ

ないのかなという気がしていますが、それはどうなのでしょうか。 

【事務局】連携協定をすることより、県の制度がより対象が広くて充実していると同時に

オンラインで申請することもできることから、我々が連携協定について検討す

る際に、瀬戸市がこの制度についてＬＧＢＴの方に対して積極的にいろんな施

策をするというより、利用者たちの利便性を考え、県の制度を利用していくこ

とを推進していこうということで、今回の協定に参加しないこととしています。 

【会 長】瀬戸市としては制度があるけど、これから話があったときは愛知県の方が便利

だから愛知県の方を利用してくださいと案内するということですか。 

【事務局】 紹介をさせていただく予定でもありますし、県の制度を利用することによって、
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各市町村の利用できる行政サービスについて、相互利用ができるように県の方

で調整してるようです。県のパートナーシップ制度のカードがあれば県内どこ

でも利用できるというのは、一番便利なものになるかと思いますので、今後、

実施されてからは紹介していこうと考えています。 

【会 長】やはり市民の方たちのアイデンティティというのは、基本的には愛知県民であ

るという思いより、市の市民というところにベースをおくと思います。このパ

ートナーシップ制度を瀬戸市さんが進められることはすごくいいことだなと私

は感じているし、住民票の登録のある市で認定されるということが大事だと思

うので、その中での利便性、基礎自治体で認証されるというところではこの協

定も、検討してもいいのかなと思います。アクセルを踏んでいるようでいきな

りブレーキをキュッと踏まれている感じを説明を聞いていて受けました。 

【事務局】ありがとうございます。また検討させていただきます。 

【委 員】今のパートナーシップ制度の件で、私も一瀬戸市民として、ここに市の名前が

ないっていうことに対して、なんでかなっていう考えと少し寂しいと思ってし

まって、また前向きに検討していただけるとありがたいと思います。 

【委 員】今の話で、愛知県は遅ればせながらという形で今からスタートするものですよ

ね。これから愛知県の制度が大きく周知されて、愛知県民であれば誰でも利用

できるようになったときに、この連携協定の意味合いがどう変わっていくかと

いうと薄れていくのではないかと思います。たから瀬戸市もこのことを応援し

ていますという形で瀬戸市の市民の方に強くアピールしていただいて、事実婚

もセクシャルマイノリティの方ももう全部やりますというようにアピールの方

向性を少し変えていって、瀬戸も協力的に取り組んでいるということを示して

いくと良いと思います。またセクシャルマイノリティの方の日常的な暮らしの

抵抗のなさのようなところに事例とか可視化されたものがあれば、より一層い

いかなと思います。例えばトイレの表示とか、外国の街の中ではセクシャルマ

イノリティに配慮した様々な公共機関の表示がありましたので、参考にしつつ、

予算がついているときに、具体的に見える化していっていただけるといいかな

と思います。 

【会 長】今のご意見を受けて、またいろいろな取り組みを検討していただけるとありが

たいです。 

 

■議題３ 多様な性に関する市内企業への取り組みについて 

【会 長】それでは議題３について、事務局より報告をお願いします。 

【事務局】（資料９及びその他資料②に沿って説明） 

【会 長】ありがとうございました。ただいまの説明に対してご意見、ご質問があればお

願いいたします。では私からいいですか。まず、このＬＧＢＴ企業向けセミナ

ーで、弁護士事務所からのお話はどのような内容だったのでしょうか。 

【事務局】これまでの凡例を見ながら、どういう理由で裁判所はこういう判断をしたのか
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という理由ですとか、今後対応していかなきゃいけないところの啓発等の解説

をしていただきました。 

【会 長】集客について、資料４を見ると４０、５０名近い出席があったので、集客方法

になにか工夫をされたのですか。 

【事務局】愛知県経営者協会というところと、瀬戸市の商工会議所とまちづくり協働課の

三者合同で実施したので、それぞれで周知をした成果かなと思いますし、まち

づくり協働課からは、ライフワークバランスの宣言事業所さんへ個別でメルマ

ガですとか、ＬＧＢＴフレンドリー企業に登録していただいたところへは、周

知をしました。 

【会 長】あともう一点、このＬＧＢＴフレンドリー企業として６社の会社さんが手を挙

げてくださってすごく先進的な取り組みをされてて、ライフワークバランスの

方も同様ですが、何か企業側にも、メリットやうまみがあってもいいのかなと

思ったときに、今の企業は、割と若手の採用に苦戦しているところがあるので、

例えばこの企業さんたちを集めた採用企業展を実施するとか、瀬戸市で働きた

い人向けに近隣の大学でセミナーを開くとか。せっかく手を挙げてくださった

企業さんたちにもスポットライトが当たるような取り組みが何かあると、より

いいのかなというふうには思いました。 

【事務局】ありがとうございます。 

【委 員】具体的に企業さんたちの中で、ＬＧＢＴＱの方が働かれていたり採用されよう

としときに、どんな問題や課題があるのか教えていただけたらと思います。 

【委 員】人的資本が重要なので、その中の一環でＬＧＢＴＱもあると思いますが、実態

として情報収集も追いついていないです。ＬＧＢＴＱの人がいるかという把握

については、どちらかというと当事者が嫌がりますので、あえてそこに対して

踏み込めないです。ただそういった人がいたときに、配慮は当然だと思うので、

環境は整えます。でも実態としてはなかなか出てこないというのが現実かなと

思います。 

【会 長】潜在的にはあるだろうけど、顕在化しにくいものだから、何かトラブルを発生

して初めて知るということですね。 

【委 員】知り合いにはいますが、やはり会社に対しては言いたくないと言いますね。そ

この温度感はあるかなと思っています。 

【会 長】監督署さんはどうですか、そのような案件とか聞いたりとか。 

【委 員】 全くないですね。聞いたことはないです。労働者が相談に来るということでも、

そこの話は一切しないですね。 

【会 長】なるほど。そこで相談する時点でもうカミングアウトすることになるからかも

しれませんね。 

【委 員】その他資料①中、１３ページにハラスメント相談ボックスというのがあります

が、相談件数が上がる等、ここからわかることはありますか。 

【事務局】メール等で直接でなくても相談できるものですが、こちらはハラスメント全般
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の相談窓口の中で性的指向といったものも相談できますよといった形なので、

人事課が設置しているものですが、具体的に何件等は公表していないかと思い

ます。今後、そういったものについては、このハラスメントに対する窓口で対

応していくというような形になります。 

【委 員】弊社は現在、ＬＧＢＴＱの方はおそらく５名くらいいらっしゃいますが、採用

のエントリーから一般の方とは別のＬＧＢＴＱの方がお仕事を探すところから

入られて、弊社に問い合わせが来るという方が多いです。弊社で働きたいと思

われるＬＧＢＴＱの方は、ご自分のＳＯＧＩをオープンで働きたいという方が

ほとんどです。そういった意味で最初の関わり方という点ではあまり苦労はな

いです。ただし、事務的なお仕事であれば、性別という面でさほど困難を感じ

ないかと思いますが、弊社は運送業ですので、どうしても引越しとか生前整理

ですとか重たいものを持つということが出てきます。そういった場合、やはり

女性から男性に性別を変えられた方でも、体が男性として生まれた方と比べる

と、どうしても力では劣ってしまいます。それはしょうがないことで、そこの

部分で業務に支障が出てきますので、ＬＧＢＴＱの当事者であるということを、

一緒に働く同僚にも伝えなければいけないということが出てきます。そういっ

た場合は、採用で必要な人事担当等には伝えてくれていますが、アウティング

にならないように事前に一緒に働く人にもこのような正当な理由があるので、

あなたのことをお伝えしてもいいかということを聞いて、その上で対応すると

いうところが困難というか、やはり繊細なところだと思いますので、意識をし

ているところです。 

【会 長】積極的に採用されるということは他の全社員に向けて、それこそ瀬戸市でいう

サポートブック等を使って研修をされているのですか。 

【委 員】ＬＧＢＴＱの方を採用し始めた当初は、他の従業員の知識がなかったので、全

社員に向けてセミナーを開催していましたが、おかげさまで今はＬＧＢＴＱの

知識が浸透しましたので、定期的な開催をしていませんが、折に触れて入社を

される予定の方がいたときは、担当の方には伝えるようにしています。 

【会 長】割とオープンな方もいらっしゃるとおっしゃっていたので、そういう方がいる

ことによってより馴染むというか、違和感なく受け入れる土壌ができていると

いうことですか。 

【委 員】そうです。ＬＧＢＴＱの方で何年も勤めてくださる方が先輩となって新たに入

られるＬＧＢＴＱの方もフォローしてくださるので、そういう意味ではいい環

境は作られつつあるかなというところと、採用の新しい方に来ていただくとい

うところでもカバーしていただいているところはあります。 

【会 長】 ありがとうございます。今年度で退任される委員の方もいると聞いているので、

一言ご挨拶を伺いたいと思います。 

【委 員】審議会で６年間お世話になりました。６年っていうと、小学校１年から卒業し

てしまうくらいの年数ですね。特にパートナーシップ制度に関しては、急激に
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この１年瀬戸市さんの頑張りはすごいなと非常に嬉しく思っていました。日本

の社会はどうしても国の動きが遅いので、自治体が頑張ってくださるとすごく

社会は変化するのかなということを瀬戸市さんの活躍を拝見しながら思いまし

た。今後のこととして、もっと尖っていいのかなと思います。子育てでも今駅

近で保育所を作ったり、予約をしなくても誰でも預けられたり、車で全部迎え

に行ったり、そこまでやっているところも結構ありますよね。だから別に子育

てに特化しなくてもいいですが、女性活躍にもっと特化するとか、男性育休を

もっと推進するとか、もっとアクセル踏んでもいいのかなという期待を込めて。

今後ともぜひ頑張っていただきたいなと思います。ありがとうございました。 

【会 長】ありがとうございました。 

【委 員】３年間お世話になりました。大体うちの職場の異動の時期というのは平均２年

でございます。１年だと早いね、３年だと長いねって言われます。その長い方

の３年間お世話になったということです。正直こういう場に来て、瀬戸市はこ

ういうとこまで考えているのだなということを見て聞いて、うちの職場と比べ

ると、ずいぶん進んでいるなと思いました。うちの職場は、ようやく男性の育

児休業を取れ取れと言って、ほぼみんな取るようになったという段階でござい

ます。ましてこういうＬＧＢＴＱの話というのは、まだまだ何も進んでないの

とほぼ同じという感じですね。いい勉強させていただきました。ありがとうご

ざいました。 

【会 長】ありがとうございました。 

【委 員】１年間ありがとうございました。私自身は本当に学びの場として参加させてい

ただいたので、ここの場に来る度に知らないことを知ることができました。ま

た今後も少しずつ興味を持って学び続けたいという意思が沸いてきたので、３

年ぐらいこういう場に参加したかったなと思いました。 

【会 長】ありがとうございました。 

【委 員】一言いいですか。退任される方々ありがとうございました。継続される方、ま

たこれからもよろしくお願いします。感想ですが、長いこと私もこの審議会に

関わらせてもらっていて、さっきおっしゃったように、もうここ２年ほとんど

ＬＧＢＴＱの話しかしていないような印象がありまして。もちろんそれは取り

組みとして必要なことだとは思っていますが、そもそも男女共同参画というこ

とでジェンダーギャップの解消のためにお手伝いできることがないかなと思っ

てさせてもらったので、同じ労力の中でもあれもこれもやらなきゃいけないの

で本当に大変だと思いますが、まだＬＧＢＴＱの話も大事ですけども、また今

回も９割この話をしていたと思いますので、本来の男女平等についての話も、

また以降はできたらいいかなと思っております。引き続きよろしくお願いいた

します。 

【会 長】とても大事なご指摘ありがとうございます。会議の名前自体が女性活躍、男女

共同参画ということなので、またその原点に立ち返って進めていけたらなと思
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います。最後に事務局より連絡お願いします。 

【事務局】今後のスケジュールについて連絡をさせていただきます。次回の審議会は、令

和６年６月頃を予定しております。日程は改めてご連絡いたしますので、ご多

用とは存じますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

【会 長】以上で、令和５年度第２回瀬戸市女性活躍推進及び男女共同参画審議会を終了

いたします。本日はありがとうございました。 

 

 


